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(57)【要約】
　本発明は、粉末形態の日焼け止め剤であって、（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量
％の総量で存在する、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物、（ii）前記
日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収材料、及び（
iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反射材
料、（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止
剤を含む、日焼け止め剤を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉末形態の日焼け止め剤であって、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、日焼け止め剤。
【請求項２】
　添加剤である、請求項１に記載の日焼け止め剤。
【請求項３】
　補助剤である、請求項１に記載の日焼け止め剤。
【請求項４】
　植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を、日焼け止め剤の１～２０重量
％の総量で含む、請求項１～３のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項５】
　植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を、日焼け止め剤の１～１７重量
％の総量で含む、請求項１～４のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項６】
　植物油、植物性バター及びワックスが、カカオバター、ムルムルバター、クプアスバタ
ー、イリペバター、マンゴーバター、ゴマ油、ローズヒップ油、アーモンド油、ラズベリ
ー種子油、ミツロウ、ナタネワックス、モクロウ及びこれらの混合物から選択される、請
求項１～５のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項７】
　ＵＶ吸収材料を、日焼け止め剤の１０～３０重量％の量で含む、請求項１～６のいずれ
かに記載の日焼け止め剤。
【請求項８】
　ＵＶ吸収材料を、日焼け止め剤の１５～２５重量％の量で含む、請求項１～７のいずれ
かに記載の日焼け止め剤。
【請求項９】
　ＵＶ吸収材料が、オクトクリレン、メトキシケイ皮酸オクチル、ブチルメトキシジベン
ゾイルメタン、ホモサレート、エカムスル及びこれらの混合物から選択される、請求項１
～８のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１０】
　ＵＶ反射材料を、日焼け止め剤の３０～７０重量％の総量で含む、請求項１～９のいず
れかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１１】
　ＵＶ反射材料を、日焼け止め剤の３０～５０重量％の総量で含む、請求項１～１０のい
ずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１２】
　ＵＶ反射材料が、粘土、酸化亜鉛、二酸化チタン及びこれらの混合物から選択される、
請求項１～１１のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１３】
　ＵＶ反射材料が、少なくとも酸化亜鉛を含む、請求項１～１２のいずれかに記載の日焼
け止め剤。
【請求項１４】
　ＵＶ反射材料が、少なくとも（ｉ）酸化亜鉛及び二酸化チタンのうち少なくとも１つ並
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びに（ii）粘土を含む、請求項１～１３のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１５】
　粘土が、カオリン、タルク、ラスール泥粉末、雲母及びこれらの混合物から選択される
、請求項１～１４のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項１６】
　固化防止剤を５～２０％の量で含む、請求項１～１５のいずれかに記載の日焼け止め剤
。
【請求項１７】
　固化防止剤を５～１５％の量で含む、請求項１～１６のいずれかに記載の日焼け止め剤
。
【請求項１８】
　固化防止剤が炭酸マグネシウムである、請求項１～１７のいずれかに記載の日焼け止め
剤。
【請求項１９】
　１又は２以上の香料をさらに含む、請求項１～１８のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項２０】
　香料を、日焼け止め剤の５重量％以下の量で含む、請求項１９に記載の日焼け止め剤。
【請求項２１】
　デンプン、結合剤、充填剤、果実、野菜、保湿剤、分散剤及びこれらの混合物から選択
される成分をさらに含む、請求項１～２０のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項２２】
　顔料をさらに含む、請求項１～２１のいずれかに記載の日焼け止め剤。
【請求項２３】
　顔料がＵＶ反射材料である、請求項２２に記載の日焼け止め剤。
【請求項２４】
　水を、日焼け止め剤の５重量％以下の量で含む、請求項１～２３のいずれかに記載の日
焼け止め剤。
【請求項２５】
　水を含まない、又は水を実質的に含まない、請求項１～２３のいずれかに記載の日焼け
止め剤。
【請求項２６】
　防腐剤を含まない、又は防腐剤を実質的に含まない、請求項１～２５のいずれかに記載
の日焼け止め剤。
【請求項２７】
　固体形態の日焼け止め剤を製造する方法であって、前記固体形態の日焼け止め剤が、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含み、前記方法が、
　（ａ）前記植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物が固体であるとき、前
記植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を加熱して液体を生成するステッ
プ、
　（ｂ）前記１又は２以上のＵＶ吸収材料及び前記１又は２以上のＵＶ反射材料を、前記
液体の植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物と混合するステップ、
　（ｃ）前記混合物を冷却して、前記固体日焼け止め剤を生成するステップ
を含む、前記方法。
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【請求項２８】
　使用者の皮膚の太陽光による損傷を低減するための日焼け止め剤の使用であって、前記
日焼け止め剤が、粉末形態であり、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、前記使用。
【請求項２９】
　日焼け止め剤を塗布する方法であって、前記方法が、粉末形態の日焼け止め剤を使用者
の皮膚に塗布するステップを含み、前記粉末形態の日焼け止め剤が、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、前記方法。
【請求項３０】
　日焼け止め剤が、他の化粧品への添加剤として又は補助剤として適用される、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３１】
　実施例に関連して本明細書に実質的に定義されている日焼け止め剤。
【請求項３２】
　実施例に関連して本明細書に実質的に定義されているプロセス。
【請求項３３】
　実施例に関連して本明細書に実質的に定義されている使用。
【請求項３４】
　実施例に関連して本明細書に実質的に定義されている方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、日焼け止め剤（sunscreen）、前記日焼け止め剤を製造する方法及び当該方
法によって調製される製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、製品、特に、人体に接触して使用する製品に関する。
【０００３】
　日焼け止め剤とは、太陽光からの紫外線Ａ（ＵＶＡ，Ultraviolet A）放射（radiation
）又は紫外線Ｂ（ＵＶＢ，Ultraviolet B）放射を吸収又は反射することができ、それ故
に、日光皮膚炎及び他に起こり得る太陽の悪影響から皮膚を防御するのを助けることがで
きる任意のタイプの局所用製品のことである。過剰なＵＶ放射の曝露は、主に非悪性皮膚
腫瘍の主因である。
【０００４】
　最初の日焼け止め剤は、１９３８年にFranz Greiterが発明したと報告され、その製品
「Glacier Cream」はPiz Buin社の基盤となった。この社名はGreiterのクリームの発明を
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動機づけたスイスの地域に因んだものである。Greiterはまた１９６２年に、日光阻止因
子（Sun Protection Factor）の概念を開発した。これは、平方センチメートル当たり２
ミリグラム（ｍｇ／ｃｍ２）の均一量で塗布する際の日焼け止め剤の効能を測定する世界
的標準になっている。
【０００５】
　紫外線放射は、その波長に依存して特性が異なる。ＵＶスペクトルは、下記で論ずるよ
うに３つのタイプに分けることができる。
【０００６】
　１．ＵＶＡ放射は、ＵＶＢ又はＵＶＣ（オゾン層によって遮断される）より深く皮膚に
浸透し、表皮を通って真皮に到達する。皮膚に対するＵＶＡ曝露の影響には、黒化反応（
pigment darkening）、光老化及びがん性細胞の形成につながり得る間接的ＤＮＡ損傷が
含まれる。
【０００７】
　ＵＶＡ放射からの防御（protection）は、２種の標準試験－持続型即時黒化（Persiste
nt Pigment Darkening）及びインビトロＵＶＡ試験を使用して測定される。日本では、製
品はその効能に依存して、ＰＡ＋、ＰＡ＋＋又はＰＡ＋＋＋評点を受ける。欧州では、Ｕ
ＶＡ防御指数（UVA Protection Factor）がＳＰＦ値の少なくとも１／３である製品に、
ＣＯＬＩＰＡのＵＶＡ記号が適用され得る。
【０００８】
　２．ＵＶＢは、大部分が表皮までしか皮膚に浸透せず、曝露は戸外でのみ起こる。ＵＶ
Ｂ放射の影響には、日光皮膚炎、遅延型黒化、皮膚肥厚及び直接的ＤＮＡ損傷が含まれる
。ＵＶＢ防御は、日光阻止因子試験を使用して調査される。ＳＰＦは、日焼け止め剤を使
用しない場合と比較して、日焼け止め剤を使用した場合に紅斑（皮膚の発赤）を引き起こ
す最小用量に由来する。
【０００９】
　３．ＵＶＣ、これはオゾン層に遮断されるため、地球に到達しない。
【００１０】
　日焼け止め剤には２つのタイプ、即ちＵＶ反射剤（物理的日焼け止め剤）及びＵＶ吸収
剤（化学的日焼け止め剤）がある。
【００１１】
　１．ＵＶ反射剤、即ち物理的日焼け止め剤は、太陽の光線を屈折又は遮断することによ
って、太陽から皮膚を防御する。二酸化チタン及び酸化亜鉛は、最も広く使用されている
物理的日焼け止め剤であるが、その理由はそれらが無機粒子であり、身体によって吸収さ
れ得ないためである。したがって、これらは、ＵＶ放射を反射又は散乱させる、皮膚上の
フィルターを形成することができる。二酸化チタンは反射剤特性と吸収剤特性の両方を有
するため、酸化亜鉛が唯一の真のＵＶ反射剤である。酸化亜鉛はＵＶＡ放射を反射するこ
とに特に優れている。天然のＵＶ反射剤は、ＵＶ反射剤より粘稠になる傾向があり、より
塗布しにくいことが多い。ＵＶ反射剤はまた、皮膚に白又は色を残す傾向がある。さらに
、ＵＶ反射剤は物理的媒体であるため、より簡単に擦り落とされる傾向があり、このため
、より頻繁に塗布し直さなければならない。
【００１２】
　２．ＵＶ吸収剤、即ち化学的日焼け止め剤は、ＵＶＡ放射及びＵＶＢ放射を吸収し、こ
れらを無害な熱に変換する。重要な特徴は、吸収剤分子が、他の分子と反応することも、
又は破壊されることもなく、エネルギーを変換することである。これらのフィルターは、
Ｈ移動として知られる短期内部転位反応を起こすことによって、ＵＶ放射に対処する。吸
収されたＵＶ放射は、分子を刺激し、１個の水素原子が分子内の異なる位置に移動する。
転換してその元の状態に戻ると、ＵＶ光として吸収されたエネルギーは熱として徐々に放
出され、分子がさらなる放射を吸収することを可能にする。この機序によって、有効で長
時間持続する防御が確実になる。ＵＶ吸収剤は、無色、無臭で粘性が低い傾向があり、こ
のため、日焼け止めクリーム剤又はローション剤に理想的な原料である。
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【００１３】
　物理的日焼け止め剤（ＵＶ反射剤）は、ほとんどの皮膚タイプに耐容性がより高い傾向
があり、特に敏感な皮膚に良好である。しかし、物理的日焼け止め剤は、塗布後に白い色
合い又は白い筋を残す傾向があり、化学的日焼け止め剤と比較して、付与するＵＶＡ防御
が少ない。ローション剤中に存在する物理的日焼け止め剤も少し粘稠であり、塗布がより
困難であることが多い。物理的日焼け止め剤は、これと一緒に製剤化するのが困難であり
、このため、安定性を確保するために、より粘稠で粘つく基剤又は乳剤を必要とする。反
射剤及び吸収剤にはそれぞれの利点及び不利点があるため、現在の日焼け止め剤の多くが
両ＵＶフィルターを含有する。しかし、日焼け止め剤が、物理的なものか、化学的なもの
か、又はその両方なのかを知っても、特定の日焼け止め剤が防御性のものかどうかについ
て十分な情報は得られない。最も有効な日焼け止め剤は、全ＵＶＡ／ＵＶＢスペクトルに
わたる防御を付与するものである。
【００１４】
　一般の人々は、太陽光のＵＶＡ放射及びＵＶＢ放射からの防御を付与する化粧料ローシ
ョン剤に対して無関心な態度を示している。消費者は、気象条件が明らかに要求している
ときにのみ日焼け止めローション剤を塗布するのであり、この分野におけるローション剤
は、一般の人々の様々な要件を考慮するということになると、付与する機能が限られてい
る。このため、消費者は、正しくない製品を正しくない方法で使用している、又は、とも
すれば太陽の悪影響から自分自身を全く防御していない可能性がしばしばあり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、従来技術の問題に対処する日焼け止め剤の提供を試みる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、使用者が容易に塗布することができる日焼け止め剤に関する。日焼け止め剤
は皮膚に塗布することができる粉末製品の形態であり、皮膚がＵＶ放射から防御されてい
る状態にするものである。
【００１７】
　第１の態様において、粉末形態の日焼け止め剤であって、（ｉ）前記日焼け止め剤の１
～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物、
（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収材
料、及び（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上の
ＵＶ反射材料、（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上
の固化防止剤を含む、日焼け止め剤を提供する。
【００１８】
　第２の態様において、固体形態の日焼け止め剤を製造する方法であって、当該固体形態
の日焼け止め剤が、（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油
、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物、（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重
量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収材料、及び（iii）前記日焼け止め剤の３
０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反射材料、（iv）前記日焼け止め剤
の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤を含み、当該方法が、
　（ａ）前記植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物が固体であるとき、前
記植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を加熱して液体を生成するステッ
プ、
　（ｂ）前記１又は２以上のＵＶ吸収材料及び１又は２以上のＵＶ反射材料を、前記液体
の植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物と混合するステップ、
　（ｃ）前記混合物を冷却して、日焼け止め粉末を生成するステップ
を含む、方法を提供する。
【００１９】
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　第３の態様において、使用者の皮膚の太陽光による損傷を低減するための日焼け止め剤
の使用であって、当該日焼け止め剤が、粉末形態であり、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、使用者の皮膚の太陽光による損傷を低減するための日焼け止め剤の使用を提供す
る。
【００２０】
　第４の態様において、日焼け止め剤を塗布する方法であって、当該方法が、粉末形態の
日焼け止め剤を使用者の皮膚に塗布するステップを含み、当該粉末形態の日焼け止め剤が
、
　（ｉ）前記日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、
ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）前記日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収
材料、及び
　（iii）前記日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反
射材料、
　（iv）前記日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、方法を提供する。
【００２１】
　日焼け止め粉末の性質は、身体にたっぷりと塗布してもよいような性質である。粉末を
たっぷりと塗布することによって、日焼け止めローション剤と同様に塗布され、その一方
で、乾燥粉末の有益性（皮膚が柔らかくなり、マット感が出たような感触を残す）を付与
するように意図されている。このことは、油性残留物又はべたつき感を残し、使用者に製
品を塗布しようという気を失わせる、従来技術のローション剤の問題に対処する。日焼け
止めローション剤を塗布し、使用者が衣服を着てしまうと、使用者の衣服に接触してしみ
になるなどのリスクがある。乾燥粉末は、衣服又は他の素材にしみをつけることがなく、
容易に払い落とすことができる。したがって、本発明は、もっと使用者に塗布されやすい
日焼け止め剤を提供する。
【００２２】
　参照しやすいように、本発明のこれらの又はさらなる態様を、以下に、適切な節の見出
しの下に記載する。しかし、各節の教示は、必ずしも各特定の節に限定されるものではな
い。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
組成物
　本明細書に記載するとおり、本発明の一態様において、粉末形態の日焼け止め剤であっ
て、（ｉ）植物油、植物性バター及びワックスが日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で
存在する、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物、（ii）日焼け止め剤の
１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収材料、及び（iii）日焼け止
め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反射材料、（iv）日焼け止
め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤を含む、日焼け止め剤
を提供する。
【００２４】
　本明細書に記載するとおり、日焼け止め剤は粉末である。本発明の粉末製品は、易流動
性の微粒子の形態の組成物である。このような粉末は、ローション剤と同様の様式で容器
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から小出しすることができる。それ故、このような粉末は、ローション剤の有益性、例え
ば塗布のしやすさ／簡便さを、皮膚を柔らかくし、マット感を出すという効果をもつ乾燥
粉末の有益性と共に備えている。
【００２５】
　本発明の日焼け止め粉末は、融点が２００℃を超えてもよい。高温では、他の固体日焼
け止め剤は溶融することが多く、ローション剤は分離するため、このことはさらなる利点
を付与する。
【００２６】
植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物
　本発明の日焼け止め剤は、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を、日
焼け止め剤の１～２５重量％の総量で含有する。
【００２７】
　好ましくは、日焼け止め剤は、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物を
、日焼け止め剤の１～２０重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の１～１７重量％の総量
で、例えば日焼け止め剤の１～１５重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の１～１２重量
％の総量で、例えば日焼け止め剤の１～１０重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の１～
８重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の１～６重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の
２～６重量％の総量で、例えば日焼け止め剤の３～５重量％の総量で、例えば日焼け止め
剤のおよそ４重量％の総量で含む。
【００２８】
　植物油、植物性バター及びワックスは、本発明の目的を達成するために好適ないずれの
材料からも選択することができる。好ましい一態様において、植物油、植物性バター及び
ワックスは、カカオバター（cocoa butter）、ムルムルバター（murumuru butter）、ク
プアスバター（cupuacu butter）、イリペバター（illipe butter）、マンゴーバター（m
ango butter）、ゴマ油（sesame oil）、ローズヒップ油（rosehip oil）、アーモンド油
（almond oil）、ラズベリー種子油（raspberry seed oil）、ミツロウ、ナタネワックス
、モクロウ及びこれらの混合物から選択される。
【００２９】
ＵＶ吸収材料
　本発明の日焼け止め剤は、ＵＶ吸収材料を含有する。本明細書に記載するとおり、ＵＶ
吸収剤は、ＵＶＡ放射及び／又はＵＶＢ放射を吸収し、これらを無害な熱に変換する。重
要な特徴は、吸収剤分子が、他の分子と反応することも、又は破壊されることもなく、エ
ネルギーを変換することである。これらのフィルターは、短期内部転位を起こすことによ
って、ＵＶエネルギーに対応する。転換してその元の状態に戻ると、ＵＶ光として吸収さ
れたエネルギーは熱として徐々に放出され、分子がさらなる放射を吸収することを可能に
する。
【００３０】
　本発明のＵＶ吸収材料は、少なくともＵＶＡ放射又はＵＶＢ放射を吸収する材料である
。一態様において、ＵＶ吸収材料は、ＵＶＡ放射とＵＶＢ放射の両方を吸収する。当業者
には理解されるであろうが、本発明は、日焼け止め組成物が、ＵＶＡ放射を吸収する１つ
の材料及びＵＶＢ放射を吸収する別の材料を含有する、態様を包含する。ＵＶ吸収によっ
て、２９０～４００ナノメートルの波長の紫外線範囲における放射を吸収する材料が意図
されている。
【００３１】
　好ましくは、日焼け止め剤は、ＵＶ吸収材料を、日焼け止め剤の１０～３５重量％の量
で、例えば日焼け止め剤の１０～３０重量％の量で、例えば日焼け止め剤の１０～２５重
量％の量で、例えば日焼け止め剤の１５～３０重量％の量で、例えば日焼け止め剤の１５
～２５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の１７～２３重量％の量で、例えば日焼け止め
剤の１８～２２重量％の量で、例えば日焼け止め剤のおよそ２０重量％の量で含む。
【００３２】
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　ＵＶ吸収材料は、本発明の目的を達成するために好適ないずれの材料からも選択するこ
とができる。好ましい一態様において、ＵＶ吸収材料は、オクトクリレン（octocrylene
）、メトキシケイ皮酸オクチル（octyl methoxycinnamate）、ブチルメトキシジベンゾイ
ルメタン（butylmethoxydibenzoylmethane）、ホモサレート（homosalate）、エカムスル
（ecamsule）及びこれらの混合物から選択される。
【００３３】
ＵＶ反射材料
　本発明の日焼け止め剤は、ＵＶ反射材料を含有する。本明細書に記載するとおり、ＵＶ
反射材料は、太陽の光線を屈折又は遮断することによって、太陽から皮膚を防御する。
【００３４】
　日焼け止め粉末の一有益性は、粉末中の方がローション剤中より、日焼け止め剤中のＵ
Ｖ反射材料の組成を高くすることができるということである。これは、ＵＶ反射材料の組
成が高いローション剤は容易に分離するが、一方、粉末は、ＵＶ反射材料をより高い割合
で含有する均一な組成を維持することができるという事実による。
【００３５】
　本発明のＵＶ反射材料は、少なくともＵＶＡ放射又はＵＶＢ放射を反射する。一態様に
おいて、ＵＶ反射材料は、ＵＶＡ放射とＵＶＢ放射の両方を反射する。当業者には理解さ
れるであろうが、本発明は、日焼け止め組成物が、ＵＶＡ放射を反射する１つの材料及び
ＵＶＢ放射を反射する別の材料を含有する、態様を包含する。ＵＶ反射によって、２９０
～４００ナノメートルの波長の紫外線範囲における放射を反射する又は散乱させる材料が
意図されている。
【００３６】
　好ましくは、日焼け止め剤は、ＵＶ反射材料を、日焼け止め剤の３０～８０重量％の量
で、例えば日焼け止め剤の３０～７５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の３０～６５重
量％の量で、例えば日焼け止め剤の３０～６０重量％の量で、例えば日焼け止め剤の３０
～５５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の３５～５５重量％の量で、例えば日焼け止め
剤の３０～５０重量％の量で、例えば日焼け止め剤の３５～５０重量％の量で、例えば日
焼け止め剤の３５～４５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の４０～４５重量％の量で、
例えば日焼け止め剤のおよそ４２重量％の量で含む。
【００３７】
　ＵＶ反射材料は、本発明の目的を達成するために好適ないずれの材料からも選択するこ
とができる。好ましい一態様において、ＵＶ反射材料は、粘土、酸化亜鉛、二酸化チタン
及びこれらの混合物から選択される。
【００３８】
　好ましい一態様、ＵＶ反射材料は、少なくとも粘土を含む。この態様において、請求項
は、単独でも、又は他の材料と組み合わせても使用することができる。例えば、ＵＶ反射
材料は、少なくとも（ｉ）粘土並びに（ii）酸化亜鉛及び二酸化チタンのうち少なくとも
１つを含んでもよい。
【００３９】
　粘土は、ＵＶ反射材料として作用し得る好適な公知の粘土から選択してもよい。一態様
において、粘土は、カラミン（calamine）、カオリン、タルク、ラスール泥粉末（rhasso
ul mud powder）、雲母及びこれらの混合物から選択される。
【００４０】
　当業者には理解されるであろうが、ＵＶ反射材料の性質は、他の波長の可視スペクトル
を反射することができるような性質である。この点で、ＵＶ反射材料は、顔料としても作
用し得る。日焼け止め剤は、本明細書に挙げる必須成分に加えて顔料を含有してもよい。
顔料がＵＶ反射材料であれば、その場合、顔料の量は、本明細書で定義するＵＶ反射材料
の総量に組み入れられることになる。このように、一態様において、日焼け止め剤は顔料
をさらに含んでもよい。顔料は、ＵＶ反射材料でもよいし、ＵＶ反射材料でなくてもよい
。
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【００４１】
ＵＶ吸収材料及びＵＶ反射材料
　当業者には理解されるであろうが、ＵＶ吸収材料及びＵＶ反射材料は、規制認可を受け
た材料から選択されなければならない場合がある。一態様において、ＵＶ吸収材料及びＵ
Ｖ反射材料は、米国食品医薬品局（Food and Drug Administration）、21 CFR Parts 310
, 352, 700及び740において認可されている材料から選択される。一態様において、ＵＶ
吸収材料及びＵＶ反射材料は、Federal Register /Vol. 64, No. 98 / Friday, May 21, 
1999 /Rules and Regulationsに公開されているとおり、米国食品医薬品局、21 CFR Part
s 310, 352, 700及び740において認可されている材料から選択される。
【００４２】
　一態様において、ＵＶ吸収材料及びＵＶ反射材料は、アミノ安息香酸（ＰＡＢＡ）、ア
ボベンゾン、シノキセート（cinoxate）、ジオキシベンゾン、ホモサレート（homosalate
）、アントラニル酸メンチル、オクトクリレン、メトキシケイ皮酸オクチル、サリチル酸
オクチル、オキシベンゾン、パジメートＯ（padimate O）、フェニルベンゾイミダゾール
スルホン酸、スリソベンゾン（sulisobenzone）、二酸化チタン、サリチル酸トロラミン
（trolamine salicylate）、酸化亜鉛及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００４３】
固化防止剤
　本発明の日焼け止め剤は、固化防止剤を含有する。固化防止剤の性質は当技術分野にお
いて公知である。これらの材料Ａｎは、塊の形成を防止又は阻害し、それにより、製造、
包装、輸送、及び／又は消費を容易にする。本明細書に記載するとおり、固化防止成分は
、粉末が凝集して固体を形成するのを防止し、流動性粉末形態の日焼け止め剤を可能にす
る。
【００４４】
　一態様において、固化防止剤は、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸三カルシ
ウム、粉末セルロース、ステアリン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、フェロシアン
化ナトリウム、フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム、骨質リン酸塩（bo
ne phosphate）、ケイ酸ナトリウム、二酸化ケイ素、ケイ酸カルシウム、三ケイ酸マグネ
シウム、タルカムパウダー（talcum powder）、アルミノケイ酸ナトリウム、ケイ酸アル
ミニウムカリウム、アルミノケイ酸カルシウム、ベントナイト、ケイ酸アルミニウム、ス
テアリン酸、ポリジメチルシロキサン及びこれらの混合物からなる群から選択される。
【００４５】
　一態様において、固化防止剤は、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム及びこれらの混合
物からなる群から選択される。
【００４６】
　一態様において、固化防止剤は、少なくとも炭酸マグネシウムである。一態様において
、固化防止剤は炭酸マグネシウムである。このように、さらなる態様において、本発明は
、粉末形態の日焼け止め剤であって、（ｉ）植物油、植物性バター及びワックスが日焼け
止め剤の１～２５重量％の総量で存在する、植物油、植物性バター、ワックス又はこれら
の混合物、（ii）日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ
吸収材料、及び（iii）日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上
のＵＶ反射材料、（iv）日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する炭酸マグネシウム
を含む、日焼け止め剤を提供する。
【００４７】
　当業者には理解されるであろうが、炭酸マグネシウムは、その特質のため、化粧料粉末
中に広く使用される原料になっている。炭酸マグネシウムは、水分安定化剤として作用し
、塗布すると粉末が皮膚表面に密着するのを補助するのに加えて、水及び油を吸収するこ
とができる。炭酸マグネシウムのレオロジー特性は、粉末日焼け止め剤に、ローション剤
と同様の様式で、皮膚上を流れる能力を付与する。
【００４８】
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　炭酸マグネシウムには、日焼け止め剤を塗布すると、皮膚にマット感を出すという追加
の特質がある。炭酸マグネシウムは、バター、油及びワックスの油性の感覚を低減し、柔
らかくなったドライな皮膚の感触を生み出す。
【００４９】
　好ましくは、日焼け止め剤は、炭酸マグネシウムなどの固化防止剤を、日焼け止め剤の
１０～２５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の５～２０重量％の量で、例えば日焼け止
め剤の５～１５重量％の量で、例えば日焼け止め剤の７～１５重量％の量で、例えば日焼
け止め剤の１０～１５重量％の量で、例えば日焼け止め剤のおよそ１２重量％の量で含む
。
【００５０】
デンプン
　本発明の日焼け止め剤は、デンプンを含有してもよい。デンプンは、水分を吸収し、皮
膚の調子を整える。
【００５１】
　当業者には理解されるであろうが、デンプンは、その特質のため、化粧料粉末に使用す
ることが可能である。デンプンは、香料を付与することに加えて、水及び油を吸収するこ
とができ、塗布すると粉末が皮膚表面に密着するのを補助する。デンプンは皮膚コンディ
ショニング剤、例えばビタミン及び必須無機質を多く含み、これらはむくみを低減し、皮
膚を柔らかくし、皮膚の健康を維持する。全般的な有益性は、塗布がしやすい日焼け止め
剤を提供し、爽快でドライな感触を皮膚に付与し、皮膚の健康を維持する。
【００５２】
　デンプンは、好適な公知のデンプンから選択することができる。一態様において、デン
プンは、トウモロコシデンプン、ジャガイモ粉及びこれらの混合物から選択される。
【００５３】
さらなる成分
　日焼け止め剤は、所望の組成物を提供するように、１又は２以上の追加の成分を含有し
てもよい。一態様において、保湿剤（humectants）、界面活性剤、果実、野菜、ハーブ、
海藻、穀類、豆、タンパク質、結合剤、充填剤、分散剤、乳白剤、芳香剤、着色剤、香料
及びこれらの混合物から選択される少なくとも１種の追加の成分をさらに含む日焼け止め
粉末。一態様において、結合剤、充填剤、果実、野菜、保湿剤、分散剤及びこれらの混合
物から選択されるさらなる成分を含む日焼け止め剤。
【００５４】
　一態様において、日焼け止め剤は、１又は２以上の香料を含有する。好ましくは、日焼
け止め剤は、香料を、日焼け止め剤の５重量％以下の量で含む。香料は、存在する場合、
全組成物の０．１～５重量％の量で存在してもよい。香料の量は、好ましくは、全組成物
の０．１重量％～５重量％、例えば全組成物の０．１重量％～４重量％、例えば全組成物
の０．５重量％～５重量％、例えば全組成物の１重量％～５重量％、例えば全組成物の０
．５重量％～４重量％、例えば全組成物の０．５重量％～３重量％、例えば全組成物の０
．５重量％～２．５重量％、例えば全組成物の１．５重量％～２．５重量％である。代替
的には、一態様において、日焼け止め剤は香料を含まない。
【００５５】
　精油は、精油の周知の特性を基に、所望される香料、処置される皮膚タイプ及び所望さ
れる他の効果に基づいて選択されてもよい。精油を添加すると、鼻に入ったときに気分を
変えることが知られている。例えば、精油は、傾眠の効果を生じさせたり、又は感覚を刺
激したりすることが知られている。精油を使用することによって多くの効果を実現するこ
とができる。
【００５６】
　一実施形態において、製品中に存在する１又は２以上の精油は、シタン（Rosewood）、
ビャクダン、カモミール（Chamomile）、ユーカリ、トンカ抽出物（Tonka absolute）、
レモンマートル（Lemon myrtle）、ジャスミン、イランイラン（Ylang ylang）、ラブダ
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ナム（Labdanum）、レモングラス、ローズ抽出物（Rose Absolute）、グレープフルーツ
、パチョリ（Patchouli）、ローズマリー、アルモアズ（Armois）、レモン、ネロリ（Ner
oli）、スウィートバイオレット(Sweet violet)、ラベンダー、オレンジ５０倍（Orange 
50 fold）、バニラ、ペパーミント、ベンゾイン（Benzoin）、アジサイ（Hydrangia）、
リツェアクベバ（Litsea Cubeba）、カルダモン（Cardamon）、トンカ及びカモミールブ
ルーから選択される。一実施形態において、製品中に存在する１又は２以上の精油は、シ
タン、ビャクダン、カモミール、ユーカリ、ラベンダー、トンカ抽出物、ローズ抽出物か
ら選択される。
【００５７】
　ビタミン、特にＢ、Ｃ及びＥは、皮膚に極めて有益である。コムギ胚芽油などのビタミ
ンを豊富に含む原料も、ビタミンを皮膚に送達するために使用することができる。一実施
形態において、ビタミンは、ビタミンＢ、ビタミンＣ、ビタミンＥ及びこれらの混合物か
ら選択される。当業者には理解されるであろうが、ビタミンは、好適ないずれの供給源か
ら供給されてもよい。例えば、ビタミンは、合成供給源から供給されてもよく、又は天然
材料などのビタミン含有量の多い材料を製品に組み入れることによって供給されてもよい
。
【００５８】
　一態様において、日焼け止め剤は、着色材料をさらに含む。着色材料は、存在する場合
、全組成物の０．００１～３重量％の量で存在してもよい。
【００５９】
　一態様において、日焼け止め剤は保湿剤を含有する。一態様において、保湿剤は、ハチ
ミツ、グリセリン、ソルビトール、アガベネクタ（agave nectar）、果実シロップ、ハー
ブシロップ及びこれらの混合物から選択される。好ましくは、保湿剤は、ハチミツ、グリ
セリン、ソルビトール及びこれらの混合物から選択される。
【００６０】
　一態様において、日焼け止め剤は、充填剤をさらに含む。充填剤はタルクであってもよ
い。
【００６１】
　一態様において、固体日焼け止め剤は、分散剤を含有する。分散剤は、油、脂肪、ワッ
クス又はこれらの混合物中で、粘土などのＵＶ反射剤の分散を助けるために存在する。一
態様において、分散剤は炭酸マグネシウムであってもよい。
【００６２】
　一態様において、日焼け止め剤は水を含有する。一態様において、日焼け止め剤は水を
含まない、又は水を実質的に含まない。好ましくは、日焼け止め剤は、水を、日焼け止め
剤の５重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の４重量％以下の量で、例えば日焼け止め
剤の３重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の２重量％以下の量で、例えば日焼け止め
剤の１重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の０．５重量％以下の量で、例えば日焼け
止め剤の０．１重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の０．０１重量％以下の量で含む
。
【００６３】
　一態様において、日焼け止め剤は防腐剤を含有する。一態様において、日焼け止め剤は
防腐剤を含まない、又は防腐剤を実質的に含まない。好ましくは、日焼け止め剤は、防腐
剤を、日焼け止め剤の５重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の４重量％以下の量で、
例えば日焼け止め剤の３重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の２重量％以下の量で、
例えば日焼け止め剤の１重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の０．５重量％以下の量
で、例えば日焼け止め剤の０．１重量％以下の量で、例えば日焼け止め剤の０．０１重量
％以下の量で含む。
【００６４】
方法
　本明細書に記載するとおり、一態様において、本発明は、日焼け止め剤を塗布する方法
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み、当該粉末形態の日焼け止め剤が、
　（ｉ）植物油、植物性バター及びワックスが日焼け止め剤の１～２５重量％の総量で存
在する、植物油、植物性バター、ワックス又はこれらの混合物、
　（ii）日焼け止め剤の１０～４０重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ吸収材料
、及び
　（iii）日焼け止め剤の３０～８５重量％の量で存在する、１又は２以上のＵＶ反射材
料、
　（iv）日焼け止め剤の５～２５重量％の量で存在する、１又は２以上の固化防止剤
を含む、方法を提供する。
【００６５】
　日焼け止め剤を塗布する方法は、通常、日焼け止め剤を乾いている皮膚に塗布する使用
者によって行われる。好ましい態様において、日焼け止め剤は、乾いている皮膚に塗布さ
れ、例えば単独型の日焼け止め剤として塗布され、例えば他の化粧品への添加剤として塗
布され、例えばＵＶ吸収成分及びＵＶ反射成分を含有する他の化粧品への補助剤として塗
布される。
【００６６】
　一態様において、日焼け止め剤は補助剤であり、現存のＳＰＦ評点を備える製品に加え
られて、全体的なＳＰＦ値を高める。
【００６７】
　一態様において、日焼け止め剤は添加剤であり、ＳＰＦ値のない製品に加えられ、基礎
となる製品、例えば保湿剤又はファンデーションに加えられて、ＵＶ放射からの防御を付
与する。
【００６８】
　本発明を、以下の非限定的な例を参照しながらここに記載することにする。
【実施例】
【００６９】
粉末日焼け止め剤
　以下の組成物を、下記の方法に従って調製した。
【００７０】
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【表１】

 
【００７１】
　１．植物油、植物バター及び植物ワックス並びに油溶性日焼け止め剤を含有する相Ａを
、まとめて５０℃～６０℃で加熱して液体を形成した。
　２．次に、粉末形態中の全ての成分を含有する相Ｂを、まとめて篩過し、磨砕して粒径
の均一な粉末を製造した。
　３．油相と粉末相とを、粉末内の凝集を防止するように制御しながら、まとめてブレン
ドした。
　４．２相を制御しながらブレンドすることにより、混合物をゆっくりと冷却した。その
後、全ての液相成分、最重要な成分として油溶性日焼け止め剤を、確実に均等に分布及び
吸収させるために、粉末を再度篩過し、摩砕して、粒径の均一な粉末を得た。
【００７２】
　この方法は、一貫して高品質のＵＶ防御製品を確保する。
【００７３】
　日焼け止め剤を試験してそのＵＶ防御評点を調べた。日焼け止め剤を試験して、その日
光阻止因子（ＳＰＦ，Sun Protection Factor）、ＵＶＡ防御指数（ＵＶＡ－ＰＦ，UVA P
rotection Factor）及びＰＡ評点を判定した。粉末日焼け止め製品は、
　・ＳＰＦ値１５、
　・ＵＶＡ－ＰＦ値５．５及び
　・ＰＡ＋＋評点
を達成した。
【００７４】
　本発明の範囲及び趣旨から逸脱することなく、本発明の種々の変更及び変形が、当業者
には明らかであろう。本発明を、特定の好ましい実施形態に関して記載してきたが、当然
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のことながら、請求項に記載の本発明は、このような特定の実施形態に不当に限定される
べきではない。事実として、化学、生物学又は関連分野の当業者には自明の、本発明を実
施するために記載した態様の種々の変更は、以下の特許請求の範囲内にあるものとする。
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